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二
一
世
紀
の
日
中
不
法
行
為
法
の
諸
課
題
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─ 
中
国
に
お
け
る
法
制
定
を
契
機
に 

─
─

吉　

田　

邦　

彦

論
　
　
　
説

一
．
は
じ
め
に
─
─
本
稿
の
課
題

（
一
）
私
の
不
法
行
為
法
学
と
の
出
会
い
、
法
学
研
究
者
活
力
の
源
泉
・
学
問
の
姿
勢
な
ど
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本
稿
に
お
い
て
は
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
日
中
の
不
法
行
為
法
の
諸
課
題
を
分
析
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
が
、
私
の
不
法
行
為
法
学
と

の
出
会
い
は
、
も
う
三
〇
年
も
前
の
平
井
宜
雄
教
授
の
講
義
で
あ
り
、
当
時
の
ご
自
身
の
不
法
行
為
法
学
の
主（１
）著

を
ベ
ー
ス
と
す
る
最
先
端

の
状
況
を
説
か
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
は
極
め
て
強
烈
且
刺
激
的
で
、
ま
た
そ
れ
は
、
民
法
学
（
法
学
）
と
は
何
な
の
か
を
考
え
る
際

に
も
、
出
発
点
と
も
な
る
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
我
妻
栄
博
士
を
始
め
と
す
る
当
時
の
不
法
行
為
法
学
の
通
説

理
論
（
例
え
ば
、
①
違
法
性
理
論
な
い
し
そ
の
基
準
と
し
て
の
相
関
関
係
理
論
、
②
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
（
主
観
的
）
過
失
論
、
③
相
当
因

果
関
係
論
、
④
損
害
に
関
す
る
金
銭
的
差
額
説
等
）
の
根
底
的
な
と
こ
ろ
で
、
次
々
と
批
判
理
論
を
展
開
さ
れ
、
説
得
的
に
破
壊
し
て
い
く

と
い
う
風
の
も
の
で
、
ま
さ
し
く
当
時
の
学
説
は
、「
揺
れ
動
い
て
」
お
り
、
サ
ー
ク
ル
な
ど
で
居
合
わ
せ
た
一
年
上
の
先
輩
の
議
論
の
仕

方
と
か
な
り
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
出
す
。
そ
し
て
、私
が
助
手
論
文
（
最
初
に
提
出
す
る
就
職
論
文
）
を
提
出
し
、

新
た
な
奉
職
の
機
会
を
得
て
、東
大
法
研
を
辞
す
る
際
に
、同
教
授
か
ら
戴
い
た
忠
告
は
、「
首
尾
一
貫
し
た
研
究
を
行
う
こ
と
」
そ
し
て
「
オ

リ
ジ
ナ
ル
な
自
分
の
民
法
学
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

あ
れ
か
ら
も
う
二
〇
数
年
経
つ
が
、
こ
の
間
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
当
に
忸
怩
た
る
思
い
に
囚
わ

れ
る
。
最
初
は
、
①
第
三
者
に
よ
る
債
権
侵
害
（
契
約
侵
害
）
に
代
表
さ
れ
る
、
経
済
的
（
取
引
的
）
不
法
行
為
法
か
ら
始
め
（
当
時
は
今

と
違
い
、
こ
の
分
野
の
研
究
は
乏
し
く
、
平
井
不
法
行
為
法
学
に
も
欠
落
し
て
い
た
）、
そ
の
後
、
②
ア
メ
リ
カ
留
学
を
契
機
と
し
て
、
契

約
侵
害
問
題
の
延
長
と
し
て
、
ヨ
リ
理
論
的
に
、（
個
人
主
義
的
な
意
思
主
義
理
論
に
対
す
る
批
判
理
論
と
し
て
の
民
法
学
理
論
で
あ
る
）

関
係
的
契
約
理
論
（M

acneil

理
論
）
に
関
心
は
広
が
っ
た
。
③
そ
し
て
、契
約
以
上
に
ヨ
リ
根
底
的
な
レ
ジ
ー
ム
を
扱
う
所
有
法
領
域
が
、

川
島
理
論
の
マ
マ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
批
判
対
象
は
移
り
、
人
格
的
所
有
理
論
（Radin

教
授
の
理
論
）
を
軸
と
す
る
、
身
体
の
所
有
、

環
境
法
、
情
報
所
有
法
（
知
的
所
有
権
法
）
な
ど
の
研
究
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
続
研
究
と
し
て
、
住
宅
法
・
居
住
福
祉
法
学
、
都
市
法
学
、

そ
れ
と
関
連
す
る
地
方
自
治
法
学
等
を
行
っ
て
い
る
。
④
ま
た
、
補
償
法
学
と
し
て
、（
所
有
法
の
裏
側
で
も
あ
る
）
民
族
紛
争
等
に
伴
う
、
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先
行
す
る
所
有
権
征
服
に
関
わ
る
補
償
問
題
、
さ
ら
に
は
、
広
く
戦
後
補
償
・
戦
争
補
償
に
関
わ
る
論
述
（
ま
ず
、
強
制
連
行
・
労
働
の
問

題
を
取
り
上
げ
、
続
け
て
、
慰
安
婦
問
題
、
ま
た
中
国
侵
略
問
題
の
一
環
で
、
虐
殺
問
題
、
空
爆
問
題
（
特
に
、
重
慶
で
の
長
期
の
無
差
別

爆
撃
、
細
菌
戦
・
化
学
兵
器
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
）
を
行
い
、
時
効
法
学
の
み
な
ら
ず
、
広
く
（
法
と
道
徳
と
の
関
係
に
関
わ
る
）
不
法

行
為
法
の
目
的
論
・
救
済
方
法
の
根
底
的
反
省
等
を
行
っ
て
い（２
）る

。

　

ま
た
、
法
学
な
い
し
法
解
釈
方
法
論
と
し
て
は
、
学
生
の
頃
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
き
た
、
日
本
版
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
と
も
言
え
る
星

野
英
一
教
授
な
ど
の
利
益
考
量
法
学
、
さ
ら
に
は
、
比
較
分
析
と
し
て
、
本
場
の
ア
メ
リ
カ
法
学
に
お
け
る
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
、
批
判
理

論
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
法
学
、
批
判
的
法
の
支
配
論
な
ど
の
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
特
に
批
判
法
学
か
ら
の
影
響
は
強
い
が
、
自
分
自
身

と
し
て
は
、
学
生
の
頃
か
ら
の
問
題
関
心
の
連
続
的
な
延
長
線
上
の
考
察
の
つ
も
り
で
あ
る（３
）し
（
し
か
も
こ
の
よ
う
に
、
捉
え
ど
こ
ろ
が
な

い
ほ
ど
、
多
く
の
各
論
的
問
題
群
を
横
断
的
に
扱
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
方
法
論
は
、
各
論
的
に
、
具
体
的
法
実
践
と
の
相
互
関
係
で
、
扱

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
、
恩
師
星
野
教
授
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
私
な
り
の
実
践
の
つ
も
り
で
あ
る
）、
さ
ら
に
、
私
が
、
関
係

理
論
に
始
ま
り
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
学
、
批
判
人
種
理
論
を
射
程
に
入
れ
、
さ
ら
に
は
、
デ
リ
ダ
な
ど
の
哲
学
的
基
礎
理
論
も
含
め
た
意
味

で
の
批
判
法
学
に
と
り
わ
け
関
心
を
も
つ
の
も
、
冒
頭
に
挙
げ
た
平
井
教
授
の
不
法
行
為
法
学
か
ら
作
ら
れ
た
民
法
学
イ
メ
ー
ジ
と
無
縁
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
「
二
一
世
紀
の
日
中
不
法
行
為
の
課
題
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
、か
く
も
多
く
の
「
研
究
者
の
卵
」
の
諸
君
が
、関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
に
、

恐
縮
且
驚
嘆
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
私
自
身
が
何
を
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
は
と
も
か
く
、
先
の
平
井
教
授
の
警
句
は
、「
な

ぜ
不
法
行
為
法
な
ど
の
民
法
研
究
を
行
う
の
か
」
と
い
う
、
研
究
活
動
の
出
発
点
な
い
し
研
究
者
志
望
の
動
機
付
け
と
も
関
わ
り
、
改
め
て

強
調
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
日
本
で
は
近
時
は
、
債
権
法
改
正
と
い
う
動
き
も
あ
り
、
い
わ
ば
総
動
員
体
制
的
に
従
来
の
議
論
を

整
理
し
た
り
、
一
定
の
解
釈
論
的
立
場
を
実
定
化
し
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
業
が
前
面
に
出
て
い（４
）る

こ
と
も
あ
り
、
従
来
の
議
論
を
な
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ぞ
る
よ
う
な
刊
行
物
ば
か
り
で
満
ち
溢
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
加
え
て
、
諸
外
国
の
動
向
は
ど
う
で

あ
る
か
と
い
う
資
料
的
研
究
も
盛
ん
で
あ
る
が
）。
し
か
し
我
々
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
た
め
だ
け
に
研
究
者
を
目
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
冒
頭
の
平
井
教
授
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
そ
う
で
は
な
く
、「《
既
存
の
議
論
状
況
を
批
判
し
、
問
題

提
起
す
る
》
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
通
じ
て
《
法
的
議
論
を
進
展
さ
せ
る
》
と
こ
ろ
に
、
研
究
者
の
レ
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル
が
あ
る
」
と
い
う
如
く

で
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
問
題
提
起
の
主
張
に
つ
い
て
、
比
較
法
的
に
説
得
力
が
な
く
て
は
意
味
が
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）、

そ
れ
が
な
く
て
は
、
今
後
の
民
法
学
の
活
力
は
見
込
め
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
問
題
提
起
の
実
践
が
、
自
分
自
身
が
出
来
て

い
る
か
は
、
一
応
棚
に
上
げ
て
、
本
稿
の
分
析
で
も
、
少
な
く
と
も
出
発
点
で
あ
る
考
察
姿
勢
と
し
て
は
、
前
述
の
警
句
を
改
め
て
確
認
し

て
お
き
た
い
わ
け
で
あ
る
。

（
二
）
本
稿
の
分
析
視
角
・
問
題
意
識

　

さ
て
、
こ
こ
に
二
一
世
紀
に
お
け
る
日
中
の
不
法
行
為
法
の
比
較
な
い
し
そ
の
諸
課
題
を
検
討
す
る
本
稿
に
お
い
て
、
そ
の
考
察
・
分
析

視
角
（
つ
ま
り
私
の
問
題
意
識
）
を
最
初
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　

す
な
わ
ち
、そ
の
第
一
は
、日
中
関
係
を
見
据
え
て
の
不
法
行
為
法
を
考
え
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
前
の
不
法
行
為
法
学
は
、今
尚
、

「
脱
亜
入
欧
」
的
・「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
な
い
し
欧
米
）
基
底
的
」
不
法
行
為
法
な
の
で
あ
り
（
も
っ
と
も
、
物
権
法
な
ど
と
比
べ
て
、
不
法
行

為
法
の
場
合
に
は
、
抽
象
度
の
高
い
制
度
で
あ
る
の
で
、
普
遍
性
も
高
く
、
従
来
式
の
や
り
方
に
も
意
義
が
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
否
定
す

る
わ
け
で
は
な
い
）、も
っ
と
日
中
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
隣
国
と
い
う
状
況
を
踏
ま
え
、そ
の
歴
史
的
事
実
な
い
し
今
世
紀
の
共
通
の
課
題（
隣

国
な
ら
で
は
の
諸
課
題
）
に
も
留
意
し
つ
つ
、
東
ア
ジ
ア
に
定
位
し
「
軸
足
を
置
い
た
」
不
法
行
為
法
学
の
構
想
も
あ
っ
て
よ
い
と
い
う
問
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題
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
十
年
来
、
私
の
民
法
理
論
研
究
の
問
題
軸
と
し
て
、
新
た
に
加
え
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
イ
ェ
ン
チ
ン
研
究
所
で
の
隣
国
研
究
者
と
の
分
野
を
越
え
た
共
同
研
究
体
験
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
い
る
）。

　

ま
た
第
二
は
、
従
来
の
法
的
責
任
法
と
し
て
の
「
不
法
行
為
法
」
の
視
座
を
拡
大
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る

近
代
法
の
桎
梏
と
し
て
過
失
責
任
主
義
が
あ
っ
た
り
し
て
、
と
も
す
る
と
不
法
行
為
法
学
の
射
程
は
狭
か
っ
た
こ
と
は
多
く
の
論
者
が
、
今

日
指
摘
す
る
こ
と
だ
が
、
さ
ら
に
、「
被
害
者
救
済
を
総
合
的
に
考
え
る
」（
加
藤
雅
信
教
授
）
と
い
う
形
で
広
げ
て
み
て（５
）も

、
視
野
の
狭
さ

は
色
々
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
①
交
通
事
故
の
領
域
で
は
、
加
害
者
の
資
力
の
確
保
、
さ
ら
に
は
そ
れ
も
ま
ま
な
ら
な
い
時
の
被
害
者
補

償
制
度
の
確
保
の
制
度
が
求
め
ら
れ
、
と
く
に
、
保
険
法
と
の
総
合
的
考
察
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、

②
医
療
過
誤
の
領
域
で
も
、
医
療
実
践
と
の
相
関
な
し
の
不
法
行
為
分
析
は
狭
い
だ
ろ
う
。
疾
病
・
傷
害
に
対
す
る
医
療
配
分
と
の
関
係
は

ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
を
財
政
的
に
確
保
す
る
医
療
保
障
制
度
と
の
相
関
的
考
察
も
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
そ
れ
が
す
な
わ
ち
、
ア

メ
リ
カ
で
も
医
療
過
誤
法
の
枠
を
脱
し
て
、
医
事
法
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）。
さ
ら
に
、
③
災
害
補
償
な
ど
は
、
何
故

か
加
藤
教
授
的
な
分
析
は
手
つ
か
ず
で
、
不
法
行
為
法
の
射
程
外
と
さ
れ
る
た
め
か
民
法
学
者
の
関
心
は
皆
無
に
近
く
、
比
較
法
的
に
も
、

わ
が
国
の
救
済
状
況
は
貧
し
い
の
に
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
議
論
は
追
い
付
い
て
い
な（６
）い
。
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
の

分
析
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
外
の
レ
ベ
ル
で
も
、
不
法
行
為
責
任
の
趣
旨
・
目
的
な
い
し
救
済
方
法
と
い
う
見
地
か
ら
、
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
、
さ
ら
に
は
道
義
的
責
任
（
道
徳
的
責
任
）
と
の
異
同
と
い
う
根
本
問
題
も
意
外
に
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
意

味
か
ら
の
視
野
拡
大
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
第
三
は
、不
法
行
為
に
お
け
る
具
体
的
な
法
と
政
策
と
の
関
わ
り
に
力
点
を
置
い
て
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、

平
井
教
授
の
、「
政
策
志
向
型
訴
訟
」
に
関
す
る
理
論
展（７
）開

は
、周
知
の
も
の
で
あ
る
が
、や
や
一
般
理
論
に
傾
斜
し
て
お（８
）り

、私
と
し
て
は
、
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ヨ
リ
各
論
的
に
具
体
的
に
法
と
政
策
の
交
錯
状
況
を
、
論
じ
て
み
た
い
し
、
そ
の
方
が
、
実
践
的
に
は
、
生
産
的
だ
と
考
え
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
（
も
と
よ
り
、
伝
統
的
・
日
常
的
不
法
行
為
の
重
要
性
も
否
定
す
る
わ
け
で
な
い
が
（
例
え
ば
、
交
通
事
故
な
ど
の
問
題
）、
現
代

的
に
は
、
政
策
的
不
法
行
為
の
重
要
性
が
高
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
意
外
に
日
常
的
不
法
行
為
も
、
政
策
的
不
法
行
為
で
あ

る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
、
後
述
す
る
如
く
で
あ
る
）。

　

因
み
に
、
政
策
志
向
型
訴
訟
な
い
し
政
策
訴
訟
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
共
訴
訟
の
議
論
を
発
条
と
し
て
、
展
開
し
て
き
た
も
の
で
あ

る
が
、
中
国
で
も
近
時
、「
影
響
性
訴
訟
」
と
し
て
類
似
の
議
論
が
展
開
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
さ
れ
よ
う
（
例
え
ば
、
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
保
有
者
に
対
す
る
差
別
訴
訟
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
付
き
運
転
免
許
証
再
発
行
価
格
に
関
す
る
訴
訟
な
ど
。
も
っ
と
も
、
政
策
性
・
政

治
性
が
高
く
な
る
と
、
訴
訟
の
受
理
は
否
定
さ
れ
て
い
る
（
受
理
難
と
言
わ
れ
る
）
の
で
、
事
情
は
異
な
る
が（９
）…
）。

（
１
）
平
井
宜
雄
・
損
害
賠
償
法
の
理
論
（
東
大
出
版
会
、
一
九
七
一
）、
同
・
現
代
不
法
行
為
理
論
の
一
展
望
（
一
粒
社
、
一
九
八
〇
）
な
ど
。

（
２
）
論
文
の
冒
頭
に
こ
の
よ
う
な
件く

だ
りを

入
れ
る
由
来
は
、
本
稿
が
、
二
〇
一
〇
年
九
月
二
五
日
の
南
京
大
学
法
学
院
に
お
け
る
講
義
を
機
縁
と
し

て
お
り
、
そ
こ
で
は
自
己
紹
介
と
し
て
、
自
身
の
研
究
の
概
観
を
入
れ
る
よ
う
に
と
の
要
請
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は

な
い
（
因
み
に
、
本
稿
の
中
国
語
訳
（
章
程
（
北
大
法
学
研
究
科
院
生
）
訳
）
は
、
南
京
大
学
法
律
評
論
三
五
号
（
二
〇
一
一
年
春
季
号
）
に

掲
載
さ
れ
る
）。
最
初
に
記
す
よ
う
に
、研
究
の
貧
し
さ
を
恥
ず
か
し
く
思
う
。
論
文
集
で
、①
に
つ
い
て
は
、『
債
権
侵
害
論
再
考
』（
有
斐
閣
、

一
九
九
一
）
で
、
②
に
つ
い
て
は
、『
契
約
法
・
医
事
法
の
関
係
的
展
開
』（
民
法
理
論
研
究
二
巻
）（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
）
で
、
ま
た
、
③
④

に
つ
い
て
は
、『
民
法
解
釈
と
揺
れ
動
く
所
有
論
』（
民
法
理
論
研
究
一
巻
）（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
）、『
多
文
化
時
代
と
所
有
・
居
住
福
祉
・
補

償
問
題
』（
民
法
理
論
研
究
三
巻
）（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
）、『
都
市
居
住
・
災
害
復
興
・
戦
争
補
償
と
批
判
的
「
法
の
支
配
」』（
民
法
理
論
研

究
四
巻
）（
有
斐
閣
、
近
刊
〔
二
〇
一
一
〕）
で
行
っ
た
。

　
　
　

ま
た
、
こ
う
し
た
研
究
を
反
映
さ
せ
つ
つ
、
日
々
の
講
義
の
記
録
と
し
て
、
講
義
録
の
公
表
を
始
め
た
（『
家
族
法
講
義
録
』（
信
山
社
、



21 世紀の日中不法行為法の諸課題

北法61（6・7）1891

二
．
従
来
の
動
向
─
─
日
本
不
法
行
為
法
か
ら
の
示
唆

　

日
本
民
法
学
で
は
、
不
法
行
為
法
領
域
は
、
従
来
最
も
論
文
数
も
判
決
例
も
多
い
分
野
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
皮
切
り
と
し
て
、
新
法
制

定
を
迎
え
た
中
国
法
に
対
し
て
、
い
か
な
る
示
唆
・
留
意
点
が
あ
る
の
か
に
つ
き
、
簡
単
な
概
観
を
与
え
て
お
こ
う
。

二
〇
〇
七
）、『
不
法
行
為
等
講
義
録
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
）、『
所
有
法
（
物
権
法
）・
担
保
物
権
法
講
義
録
』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
）、『
契

約
法
各
論
講
義
録
』（
信
山
社
、
近
刊
）。
ま
た
、
居
住
福
祉
法
学
に
つ
い
て
は
、『
居
住
福
祉
法
学
の
構
想
』（
居
住
福
祉
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）（
東

信
堂
、
二
〇
〇
六
））。

（
３
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吉
田
・
前
掲
書
（
注
２
）（
民
法
理
論
研
究
一
巻
）
第
一
部
、
同
・
前
掲
書
（
注
２
）（
民
法
理
論
研
究
四
巻
）
第
四
部

を
さ
し
あ
た
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
こ
う
し
た
近
時
の
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
問
題
状
況
に
関
す
る
私
な
り
の
批
判
的
分
析
と
し
て
は
、
吉
田
邦
彦
「
近
時
の
『
民
法
改
正
』

論
議
に
お
け
る
方
法
論
的
・
理
論
的
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
八
号
（
二
〇
〇
八
）、
同
「『
民
法
（
債
権
法
）
改
正
』
の
目
的
・
趣
旨
の

再
検
討
と
法
解
釈
方
法
論
」
法
律
時
報
八
二
巻
一
二
号
（
二
〇
一
〇
）〔
同
・
前
掲
書
（
注
２
）（
民
法
理
論
研
究
四
巻
）
一
〇
章
に
所
収
〕
参
照
。

（
５
）
こ
の
点
の
総
論
的
展
開
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
加
藤
雅
信
・
損
害
賠
償
か
ら
社
会
保
障
へ
（
三
省
堂
、
一
九
八
九
）
参
照
。

（
６
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
吉
田
邦
彦
「
居
住
福
祉
法
学
か
ら
見
た
『
弱
者
包
有
的
災
害
復
興
』
の
あ
り
方
─
─
補
償
問
題
を
中
心
に
」
法
律
時

報
八
一
巻
九
号
、
一
〇
号
（
二
〇
〇
九
）〔
同
・
前
掲
書
（
注
２
）（
民
法
理
論
研
究
四
巻
）
四
章
に
所
収
〕
参
照
。

（
７
）
平
井
・
前
掲
書
（
注
１
）（
一
粒
社
、
一
九
八
〇
）
六
六
頁
以
下
。

（
８
）
そ
の
所
産
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
平
井
宜
雄
・
法
政
策
学
（
第
二
版
）（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
）
で
あ
る
。

（
９
）
中
国
の
影
響
性
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
高
見
澤
磨
＝
鈴
木
賢
・
中
国
に
と
っ
て
は
法
と
は
何
か
─
─
統
治
の
道
具
か
ら
市
民
の

権
利
へ
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
）　

一
三
一
頁
以
下
（
鈴
木
執
筆
）
参
照
。
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す
な
わ
ち
第
一
は
、
数
多
く
の
理
論
的
議
論
が
み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
、
違
法
性
・
過
失
・
因
果
関
係
な
ど
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
、
確
か
に
平
井
教
授
の
よ
う
に
大
き
な
理
論
的
展
開
を
見
せ
た
も
の
が
あ
る
が
、
議
論
百
出

の
状
況
で
も
あ
り
、
ま
た
平
井
理
論
の
登
場
後
一
世
代
を
経
た
今
日
の
段
階
で
、
振
り
返
る
と
、
や
や
理
論
過
剰
の
嫌
い
も
あ
り
、
そ
の
反

面
で
、
そ
れ
に
よ
り
ど
れ
だ
け
実
務
が
動
い
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
不
毛
さ
も
無
く
は
な
い
。

　

第
二
に
、
他
方
で
、
比
較
的
少
な
い
条
文
を
補
う
数
多
く
の
裁
判
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
日
本
で
は
、
不
法
行
為
法
は
、
判
例

の
分
析
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
（
も
っ
と
も
こ
の
点
で
、
中
国
の
裁
判
例
（
案
例
）
は
、
そ
の
公
表
例
は
、
従
来
限
ら
れ
、
ま
た
そ
の
法

的
・
事
実
的
拘
束
力
も
な
く
、
そ
の
意
義
は
日
中
で
異
な
る
こ
と
に
は
、
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
（
し
か
し
他
面
で
、
中
国
最
高
人

民
法
院
及
び
最
高
人
民
検
察
院
が
出
す
「
司
法
解
釈
」
は
拘
束
力
が
あ
る
と
さ
れ
（
（（
（

る
））。
し
か
し
と
も
か
く
、
ヨ
リ
具
体
的
類
型
・
実
例
ご

と
の
検
討
の
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
加
藤
一
郎
博
士
の
よ
う
な
見
方
は
、
理
論
過
剰
に
対
す
る
反
省
と
い
う
意
味
で
も
、
ま
た
実

例
に
即
し
た
建
設
的
議
論
の
展
開
と
い
う
意
味
で
も
、
再
度
注
目
さ
れ
て
よ
（
（（
（

く
、
こ
こ
で
も
、
例
え
ば
、
医
療
過
誤
、
製
造
物
責
任
、
公
害
、

環
境
、
戦
後
補
償
な
ど
と
い
う
ぐ
ら
い
に
実
例
に
即
し
た
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

第
三
は
、「
法
と
経
済
学
」
理
論
に
よ
る
急
転
回
が
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
、
ア
メ
リ
カ
法
学
を
追
う
形
で
、
日
本
で
も
な
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
市
場
と
の
関
係
で
、
法
制
度
を
見
る
と
い
う
意
味
で
の
視
座
の
拡
大
が
な
さ
れ
、
ま
た
、
法
と
政
策

の
交
錯
の
考
察
が
深
め
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
も
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
そ
の
理
論
的
成
果
は
、
平
井
教
授
の
「
法
政
策
学
」
で
あ
り
（
注
８

文
献
）、
功
利
性
基
準
（
効
率
性
基
準
）
と
正
義
性
基
準
と
か
ら
な
る
理
論
枠
組
み
で
あ
る
が
、
ヨ
リ
具
体
的
に
視
座
を
拡
大
し
て
い
く
必

要
性
も
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
こ
の
潮
流
は
、
不
法
行
為
法
領
域
か
ら
発
展
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
不
法
行
為
法
の

「
部
分
性
」
も
認
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
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三
．
中
国
不
法
行
為
法
〔
侵
権
責
任
法
〕
瞥
見

　

中
国
不
法
行
為
法
（
侵
権
責
任
法
）
に
目
を
転
ず
る
と
、
従
来
不
法
行
為
法
と
し
て
規
律
し
て
い
た
の
は
、
民
法
通
則
（
一
九
八
六
年
四

月
採
択
・
公
布
。
一
九
八
七
年
一
月
施
行
）
第
六
章
（
一
〇
六
条
以
下
）
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
九
年
暮
れ
に
単
独
の
「
侵
権
責
任
法
」
が

制
定
さ
れ
た
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
制
定
。
二
〇
一
〇
年
七
月
施
行
）
の
で
、
そ
れ
を
最
初
に
見
て
お
く
こ
と
に
す
（
（（
（

る
。

（
一
）
比
較
法
的
野
心
作

　

ま
ず
一
般
的
な
比
較
法
的
特
色
と
し
て
、
本
法
律
に
は
、
世
界
各
国
の
影
響
が
認
め
ら
れ
（
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
も
あ
る
）、
非
常
に
野

心
的
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
あ
る
法
律
を
作
ろ
う
と
す
る
意
欲
作
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
（
（（
（

る
。
そ
の
よ
う
な
思
い
切
っ
た
立
法
が
で
き
る

こ
と
も
、
中
国
な
ら
で
は
の
立
法
事
情
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
（
代
表
的
民
法
研
究
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
「
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン

型
立
法
」
の
よ
い
側
面
で
あ
ろ
う
）、
日
本
の
か
つ
て
の
法
典
調
査
会
、
法
制
審
議
会
が
指
導
的
役
割
を
演
じ
て
い
た
頃
と
類
似
す
る
。
し

か
し
日
本
の
今
は
、
い
わ
ゆ
る
「
立
法
の
民
主
化
」
ゆ
え
に
、
保
守
化
勢
力
に
よ
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
が
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
は
で
き
な

（
10
）
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
本
間
正
道
ほ
か
・
現
代
中
国
法
入
門
（
第
五
版
）（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
）
一
〇
二
頁
参
照
。

（
11
）
加
藤
一
郎
・
民
法
に
お
け
る
論
理
と
利
益
衡
量
（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
）
一
七
頁
以
下
（
初
出
、
一
九
六
四
）。
そ
し
て
、
こ
の
点
で
、
吉
田

邦
彦
・
不
法
行
為
等
講
義
録
（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
）
五
二
頁
以
下
で
も
、
意
識
的
に
そ
の
よ
う
な
類
型
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い
る
。
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い
だ
ろ
う（
目
下
債
権
法
改
正
の
動
き
が
あ
る
け
れ
ど
も
）。因
み
に
、ア
メ
リ
カ
不
法
行
為
法
で
も
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、保
守
派
勢
力（
な

い
し
保
守
的
「
法
と
経
済
学
」）
の
影
響
が
強
く
、
被
害
者
保
護
よ
り
も
、
賠
償
額
の
制
限
な
ど
が
前
面
に
出
る
こ
と
と
な
っ
て
お
（
（（
（

り
、
や

は
り
中
国
と
は
事
情
が
異
な
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

（
二
）
不
法
行
為
法
の
目
的
・
救
済
方
法
の
多
面
性
・
柔
軟
性

　

ま
た
、
不
法
行
為
法
の
目
的
論
の
捉
え
方
が
、
権
利
保
護
、
侵
害
責
任
の
明
確
化
、
予
防
・
制
裁
、
社
会
の
調
和
・
安
定
の
促
進
（
一
条
）

と
し
て
多
面
的
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
こ
れ
は
、
日
本
の
金
銭
賠
償
主
義
（
損
害
塡
補
へ
の
偏
り
）（
日
本
民
法
七
二
二
条
二
項
）
と

は
対
照
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
救
済
方
法
の
多
元
性
（
損
害
賠
償
以
外
に
、
差
止
め
（
侵
害
停
止
・
妨
害
排
除
・
危
険
除
去
）

の
予
防
的
措
置
、
財
産
返
還
、
謝
罪
、
影
響
除
去
・
名
誉
回
復
）（
一
五
条
二
項
）
と
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
製
造
物
責
任
に
つ
き
、

懲
罰
的
賠
償
も
認
め
ら
れ
る
（
四
七
条
）
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
て
よ
く
、
こ
の
点
で
は
既
に
、
消
費
者
保
護
法
（
消
費
者
権
益
保
護
法
）

（
一
九
九
三
年
採
択
。
一
九
九
四
年
施
行
）
四
九
条
で
は
、
倍
額
賠
償
の
規
定
を
定
め
て
、
こ
れ
に
関
す
る
案
例
も
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　

し
か
し
他
方
で
、
補
償
的
事
例
に
お
け
る
償
い
効
果
、
修
復
的
正
義
・
関
係
和
解
的
な
救
済
方
法
を
ど
こ
ま
で
包
摂
で
き
る
か
は
、
よ
く

わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
だ
議
論
は
不
十
分
で
は
な
い
か
。

（
三
）
特
色
あ
る
扱
い
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さ
ら
に
、
そ
の
他
の
特
色
あ
る
規
定
と
し
て
、（
蓄
積
さ
れ
た
幾
つ
か
の
事
例
の
中
で
問
題
と
さ
れ
た
）「
同
命
不
同
価
」（
命
の
価
値
の

格
差
化
）
的
処
理
を
修
正
す
る
「
包
括
一
律
賠
償
」
の
処
理
の
提
示
（
一
七
条
）（
日
本
の
公
害
・
薬
害
に
お
け
る
実
務
の
影
（
（（
（

響
）
な
ど
、

興
味
深
い
。

　

ま
た
、
公
平
責
任
（
二
四
条
）（
無
過
失
の
場
合
の
責
任
分
担
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
や
り
方
（
民
法
通
則
一
三
二
条
）
の
承
継
で
、
中
国

な
ら
で
は
の
も
の
だ
が
、
や
や
性
格
が
異
な
る
も
の
の
寄
せ
集
め
的
色
彩
も
あ
（
（（
（

る
（
例
え
ば
、
①
無
能
力
者
責
任
（
三
二
条
）（
こ
れ
は
日

本
と
扱
い
が
違
う
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
な
ど
は
同
じ
立
場
で
あ
る
）、
②
加
害
者
不
特
定
の
被
害
者
保
護
（
八
七
条
）（
性
質
上
は
、
加
害
者
不

明
の
共
同
不
法
行
為
の
問
題
（
日
本
民
法
七
一
九
条
一
項
後
段
））、
③
予
想
外
の
状
況
に
お
け
る
損
害
に
つ
い
て
の
、
受
益
者
に
よ
る
補
償

（
二
三
条
後
段
）
な
ど
）。

（
四
）
残
さ
れ
た
課
題
─
─
後
述
す
る
二
一
世
紀
的
諸
問
題
と
の
関
連
で
の
不
十
分
さ

　

し
か
し
反
面
で
、
二
一
世
紀
的
課
題
と
の
関
係
で
、
幾
つ
か
の
限
界
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
既
存
の
不
法
行

為
法
の
比
較
法
に
よ
る
た
め
か
、
そ
の
限
界
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
り
、
す
な
わ
ち
第
一
に
、
不
法
行
為
の
規
模
の
大
き
い
も
の
（
国
家
規

模
を
越
え
国
際
的
紛
争
に
な
る
も
の
）、
そ
し
て
逆
に
あ
る
意
味
で
反
対
の
極
で
あ
る
、
密
室
内
で
な
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

従
来
き
ち
ん
と
対
応
で
き
て
い
な
い
（
し
か
し
重
要
な
不
法
行
為
課
題
で
あ
る
）
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
①
補
償
問
題
な

ど
で
前
面
化
す
る
、
国
際
法
（
国
際
人
権
法
）
と
の
交
錯
領
域
の
不
法
行
為
法
は
不
十
分
で
あ
る
。
ま
た
、
②
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ

レ
ン
ス
と
か
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
新
た
な
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
対
応
で
き
て
い
な
い
（
日
本
で
は
、
後
者
に
つ
い
て
、

あ
る
程
度
の
事
例
が
出
て
い
（
（（
（

る
）。



論　　　説

北法61（6・12）1896

　

ま
た
第
二
に
、
災
害
問
題
な
ど
も
、
不
可
抗
力
と
さ
れ
（
二
九
条
）、
慮
外
に
お
か
れ
て
し
ま
う
の
か
。
な
お
、
広
い
意
味
で
の
過
失
責

任
の
枠
組
み
内
だ
が
、
わ
が
国
の
戦
後
の
国
家
賠
償
に
は
、
変
遷
も
あ
る
が
、
比
較
法
的
に
は
、
営
造
物
責
任
な
ど
比
較
的
柔
軟
に
責
任
を

認
め
る
方
で
あ
る
（
戦
前
は
国
家
無
答
責
。
し
か
し
非
権
力
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
時
か
ら
不
法
行
為
責
任
は
、
肯
定
さ
れ
て
い
た
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
で
は
な
お
射
程
が
狭
い
と
い
う
課
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
（
後
述
す
る
）。
も
っ
と
も
他
方
で
、
環
境
汚
染
責
任

の
領
域
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
予
防
・
警
戒
原
則
」（precautionary principle

）
に
対
応
す
る
法
理
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
で
き
る
（
六
五
条

（
汚
染
者
責
任
）、
六
六
条
（
因
果
関
係
の
推
定
））。
ま
た
、
効
果
の
多
面
性
（
前
述
）
と
い
う
点
で
は
、
日
本
法
よ
り
も
柔
軟
に
対
応
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
第
三
に
、
完
全
賠
償
の
原
則
と
し
つ
つ
（
一
九
条
）、
精
神
的
損
害
賠
償
は
、「
重
大
な
」
場
合
に
絞
る
（
二
二
条
）（
そ
も
そ
も

本
法
律
制
定
以
前
に
は
、
慰
謝
料
賠
償
は
、
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
（
（（
（

た
）
の
は
、
社
会
主
義
的
立
法
の
特
色
を
な
す
限
界
だ
ろ
う
か
。
他
方

で
、
日
本
で
は
従
来
慰
謝
料
賠
償
が
公
平
の
要
請
に
資
す
る
べ
く
、
柔
軟
に
認
め
ら
れ
る
の
が
、
特
色
で
あ
る
。

（
12
）
中
国
で
新
た
に
制
定
さ
れ
た
不
法
行
為
法
（
侵
権
責
任
法
）
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
文
献
と
し
て
、
住
田
尚
之
「
中
国
に
お
け
る
新
し
い
不

法
行
為
法
の
制
定
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
〇
六
号
（
二
〇
一
〇
）、
同
「
中
華
人
民
共
和
国
権
利
侵
害
責
任
法
（
不
法
行
為
法
）
の
解
説
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ

九
二
六
号
（
二
〇
一
〇
）、
加
藤
雅
信
＝
森
脇
章
「
中
国
不
法
行
為
法
（
侵
権
責
任
法
）
の
制
定
と
中
国
民
法
の
動
向
」
法
律
時
報
八
二
巻
二
号

（
二
〇
一
〇
）（
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
は
な
い
）、早
稲
田
大
学
孔
子
学
院
編
・
日
中
民
法
論
壇
（
早
稲
田
出
版
部
、二
〇
一
〇
）
一
章
（
梁
慧
星
執
筆
）、

中
国
語
文
献
と
し
て
は
、
王
利
明
ほ
か
・
中
国
侵
権
責
任
法
教
程
（
人
民
法
院
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）、
中
華
人
民
共
和
国
侵
権
責
任
法
解
読
（
中

国
法
制
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）、
楊
立
新
・
侵
権
責
任
法
（
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）、
王
勝
明
主
編
、
全
人
代
法
工
委
民
法
室
・
中
華
人
民

共
和
国
侵
権
責
任
法
・
条
文
解
釈
与
立
法
背
景
（
人
民
法
院
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）、
全
人
代
常
委
会
法
制
工
作
委
員
会
民
法
室
編
・
侵
権
責
任
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四
．
具
体
的
考
察
─
─
例
示
的
に

　

で
は
続
け
て
、上
述
し
た
よ
う
に
、実
例
に
即
し
て
、具
体
的
・
類
型
的
に
、日
中
の
不
法
行
為
法
の
比
較
概
観
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

法
・
立
法
背
景
与
観
点
全
集
（
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）
な
ど
参
照
。

（
13
）
野
村
豊
弘
ほ
か
「（
座
談
会
）
ア
ジ
ア
の
民
法
─
─
そ
の
比
較
法
的
意
義
と
特
色
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
〇
六
号
（
二
〇
一
〇
）
七
頁
、
一
六
頁

〔
鈴
木
賢
発
言
〕。

（
14
）
例
え
ば
、
Ｒ
・
ミ
ラ
ー
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
不
法
行
為
法
改
革
の
動
向
（
上
）（
下
）」
判
タ
六
二
一
号
、
六
二
二
号
（
一
九
八
七
）、

さ
ら
に
、
石
原
治
・
不
法
行
為
改
革
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
六
）
参
照
。

（
15
）
王
勝
明
主
編
・
前
掲
書
（
注
12
）
七
七
頁
参
照
。

（
16
）
住
田
・
前
掲
（
注
12
）
五
一
頁
は
、
運
用
次
第
で
は
、
適
用
場
面
が
広
が
り
過
ぎ
る
懸
念
が
あ
る
と
す
る
。

（
17
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
水
谷
英
夫
・
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
実
態
と
法
理
（
信
山
社
、
二
〇
〇
一
）、
和
田
美
江
「
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
不
法
行
為
評
価
（
一
）（
二
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
五
三
巻
五
号
、
六
号
（
二
〇
〇
三
）
参
照
。

（
18
）
精
神
的
損
害
賠
償
（
慰
謝
料
賠
償
）
は
、民
法
通
則
一
二
〇
条
で
は
、姓
名
権
等
の
人
格
的
侵
害
に
限
り
明
文
規
定
で
認
め
る
に
止
ま
っ
た
が
、

そ
の
後
製
造
物
責
任
（
三
二
条
）、
国
家
賠
償
法
（
二
七
条
）
な
ど
の
特
別
法
で
、
死
亡
賠
償
金
、
傷
害
賠
償
金
と
い
う
名
目
で
実
質
的
に
認
め

る
場
合
が
増
え
、
さ
ら
に
、
最
高
人
民
法
院
の
司
法
解
釈
で
更
な
る
拡
充
が
見
ら
れ
た
（
二
〇
〇
一
年
の
「
民
事
不
法
行
為
精
神
賠
償
損
害
責

任
の
確
定
に
関
す
る
若
干
の
問
題
の
解
釈
」
一
条
で
、
従
来
の
人
格
権
侵
害
以
外
に
、
生
命
権
、
健
康
権
、
身
体
権
、
人
格
尊
厳
権
の
侵
害
の

場
合
に
も
広
げ
ら
れ
た
。
二
〇
〇
三
年
の
「
人
身
損
害
賠
償
事
件
の
審
理
の
法
律
適
用
に
関
す
る
若
干
の
問
題
の
解
釈
」
一
条
一
項
も
同
旨
で

あ
る
）。
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（
一
）
交
通
事
故

　

ま
ず
、「
交
通
事
故
」
事
例
で
は
、
日
本
で
の
経
験
に
鑑
み
る
と
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
と
と
も
に
、
不
可
避
的
に
生
ず
る
が
、

Ａ
Ｄ
Ｒ
（
代
替
的
紛
争
処
理
）
の
重
要
性
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
で
は
、
自
動
車
事
故
訴
訟
は
、
一
九
七
〇
年
頃
を
ピ
ー

ク
と
し
て
、
減
少
し
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
賠
償
実
務
の
方
式
の
集
積
的
確
立
と
そ
れ
と
相
俟
っ
た
、
訴
訟
外
の
紛
争
処
理
の
増
加
と
い
う

こ
と
が
あ
（
（（
（

る
。
中
国
で
は
、
自
動
車
の
急
増
と
と
も
に
、
交
通
事
故
事
情
の
悪
化
が
予
測
さ
れ
、
当
面
は
訴
訟
（
案
例
）
も
増
え
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
日
本
と
類
似
の
軌
跡
を
辿
る
の
か
は
、
興
味
深
い
。

　

な
お
、
日
本
に
お
け
る
交
通
事
故
賠
償
実
務
は
、
確
立
さ
れ
た
よ
う
で
い
な
が
ら
、
よ
く
考
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
相
続
構
成
を
は
じ
め
と

し
て
、
そ
の
実
務
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
は
大
き
い
。
し
か
も
、
近
時
は
、
労
働
事
情
の
変
化
（
非
正
規
雇
用
・
失
業
率
の
上
昇
）
と
と
も
に
、

平
等
主
義
的
取
扱
い
と
の
関
係
で
、
反
省
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
で
、
中
国
侵
権
責
任
法
は
、
交
通
事
故
の
場
合
に
も
、
死
亡

賠
償
金
、
し
か
も
一
律
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
で
（
一
六
条
、
一
七
条
）、
日
本
の
実
務
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
あ
る
意
味
で
克
服
し
た
立
場

の
如
く
で
あ
っ
て
、
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
こ
の
領
域
で
は
、「
保
険
実
務
」
の
役
割
の
大
き
さ
が
決
定
的
で
あ
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
強
制
保
険
化
が
、
日
本
で
は
、

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
一
九
五
五
年
制
定
）
に
始
ま
る
が
、
中
国
の
道
路
交
通
安
全
法
（
二
〇
〇
三
年
採
択
）
は
同
様
の
も
の
か
（
な

お
、
中
国
で
は
、
過
失
責
任
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
の
無
過
失
責
任
に
近
い
中
間
的
責
任
と
違
い
が
あ
る
の
か
ど
う
か
）。

　

さ
ら
に
、
ひ
き
逃
げ
の
よ
う
な
場
合
の
被
害
者
保
護
の
必
要
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、
自
動
車
事
故
賠
償
保
障
事
業
が
あ
る
が
（
自
賠
法

七
一
条
以
下
）、
中
国
で
も
、
類
似
の
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
（
五
三
条
〔「
道
路
自
己
交
通
事
故
社
会
救
済
基
金
」

に
よ
る
支
払
い
・
立
替
え
〕）。
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（
二
）
医
療
過
誤

　
「
医
療
過
誤
」
類
型
に
お
い
て
は
、そ
の
基
盤
を
な
す
制
度
と
し
て
の
「
医
療
保
障
制
度
」
の
相
関
的
検
討
の
必
要
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
（
例

え
ば
、
ｉ
．ｃ
．（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
）
と
い
っ
て
も
、
背
景
が
日
米
で
は
か
な
り
異
な
（
（（
（

る
）。
日
中
で
も
大
き
く
違
い
が
あ
ろ

う
（
日
本
で
は
、
財
政
的
に
動
揺
し
つ
つ
も
、
今
も
国
民
皆
保
険
制
度
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
国
で
は
、
医
療
保
険
が
妥
当

す
る
の
は
、
都
市
地
域
に
限
ら
れ
、
医
療
の
背
景
状
況
が
異
な
る
）。

　

な
お
留
意
す
べ
き
は
、
日
本
で
は
近
時
、
医
療
過
誤
領
域
で
は
、
最
高
裁
の
被
害
者
保
護
の
見
地
か
ら
の
破
棄
判
決
が
相
次
（
（（
（

ぎ
、
民
事
に

お
け
る
例
外
的
な
積
極
司
法
の
代
表
的
領
域
と
言
え
る
が
（
も
う
一
つ
は
、
契
約
法
（
消
費
貸
借
契
約
法
）
に
お
け
る
、
高
利
貸
し
規
制
の

利
息
制
限
法
の
運
用
に
よ
る
過
払
い
金
返
還
訴
訟
の
領
域
で
あ
る
）、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
医
療
界
か
ら
、
医
療
慣
行
に
反
す
る
な
ど
の
反

発
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ま
り
厳
格
な
医
療
保
護
法
に
す
る
と
、
医
療
に
コ
ス
ト
が
か
か
り
、
そ
の
つ
け
は
患
者
側
に

も
影
響
す
る
と
い
う
よ
う
な
多
面
的
考
察
（
訴
訟
の
枠
を
超
え
た
政
策
的
・
制
度
論
的
考
察
）
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
現
に｢

医

療
崩
壊｣

と
か
、防
衛
医
療
（
例
え
ば
、産
婦
人
科
に
お
け
る
帝
王
切
開
へ
の
シ
フ
ト
）
と
か
の
問
題
も
深
刻
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、

こ
の
点
で
も
、
日
中
の
状
況
の
相
違
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
中
国
で
は
さ
し
あ
た
り
は
、
医
療
過
誤
に
関
す
る
規
定
（
五
四
条
以
下
）
の
積
極

的
運
用
に
よ
る
被
害
者
保
護
に
傾
注
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
三
）
製
造
物
責
任

　
「
製
造
物
責
任
」
類
型
に
関
し
て
は
、
日
本
で
は
、
特
別
法
と
し
て
、
製
造
物
責
任
法
（
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
が
、
同
法
は
、
そ
れ
ま
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で
の
民
法
七
〇
九
条
に
よ
る
製
造
物
責
任
の
判
例
と
大
差
な
い
（
政
治
的
意
味
合
い
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
）。
中
国
法
（
民
法
通
則

一
二
二
条
お
よ
び
製
造
物
品
質
法
（
一
九
九
三
年
採
択
）、ま
た
侵
権
責
任
法
四
一
条
）
で
も
、大
差
な
い
の
か
ど
う
か
。
な
お
既
に
触
れ
た
、

近
時
の
懲
罰
賠
償
の
規
定
（
四
七
条
）
は
、
明
ら
か
に
日
本
（
（（
（

法
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
四
）
公
害
、
環
境
問
題

　

次
に
、「
公
害
・
環
境
侵
害
」類
型
で
あ
る
が
、ま
ず
、今
尚
深
刻
な
公
害
被
害
が
あ
る
か
ど
う
か
が
、日
中
の
相
違
で
あ
ろ
う（
わ
が
国
で
は
、

か
つ
て
は
、
四
大
公
害
訴
訟
な
ど
深
刻
事
例
が
あ
り
、
そ
れ
が
公
害
に
関
わ
る
法
理
の
刷
新
を
突
き
動
か
し
た
。
し
か
し
今
日
の
関
心
は
、

む
し
ろ
市
街
的
公
害
の
方
に
移
っ
て
い
る
）。
し
か
し
日
本
で
も
、
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
、
た
ば
こ
問
題
、
じ
ん
肺
問
題
、
大
気
汚
染
問
題
な

ど
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、そ
の
限
り
で
日
中
共
通
の
問
題
と
い
え
よ
う
（
な
お
、ア
メ
リ
カ
で
は
、

タ
バ
コ
や
ア
ス
ベ
ス
ト
は
大
問
題
で
、
膨
大
な
訴
訟
が
あ
り
、
立
法
も
含
め
て
、
混
迷
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
製
造
物
責
任
の
問
題
と

し
て
も
、
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
（
（（
（

る
）。

　

他
方
で
、二
一
世
紀
に
大
き
く
前
面
に
出
る「
環
境
問
題
」は
、地
球
規
模
的
な
環
境
リ
ス
ク
の
浮
上（
Ｃ
Ｏ
２
削
減
問
題
）で
あ
り
、こ
れ
は
、

「
不
法
行
為
法
」
の
域
を
超
え
る
難
問
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
問
題
に
即
し
た
不
法
行
為
法
理
開
拓
の
鍵
を
述
べ
る
と
、
第

一
は
、差
止
め
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
環
境
リ
ス
ク
損
害
は
、広
範
に
不
可
逆
的
に
進
行
す
る
と
い
う
特
性
に
即
し
て
、

環
境
不
法
行
為
法
の
構
築
の
必
要
性
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
早
期
の
段
階
で
の
差
止
め
が
重
要
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本

の
民
法
七
〇
九
条
に
よ
る
対
応
は
、
従
来
後
手
に
回
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
中
国
法
は
、
無
過
失
責
任
と
の
こ
と
で
あ
る
が
（
民
法
通
則

一
二
四
条
）（
新
法
の
六
五
条
（
環
境
汚
染
責
任
）、
六
九
条
（
高
度
危
険
責
任
））、
実
際
の
運
用
上
の
問
題
と
し
て
、
日
本
法
と
同
様
の
こ
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と
も
予
想
さ
れ
る
が
、
同
国
で
の
救
済
方
法
の
柔
軟
さ
（
一
五
条
参
照
）
を
駆
使
し
て
、
ど
れ
だ
け
こ
う
し
た
現
代
的
課
題
に
対
応
で
き
る

か
は
、
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
第
二
は
、技
術
面
で
の
改
善
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
広
範
な
問
題
に
つ
い
て
、単
発
の
不
法
行
為
訴
訟
ア
プ
ロ
ー

チ
で
、
ど
れ
だ
け
対
処
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
底
的
な
規
制
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
（
司
法
よ
り
も
行
政
的
ア

プ
ロ
ー
チ
と
い
う
こ
と
に
な
る
）。
そ
の
際
に
、
中
国
的
な
法
制
・
社
会
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
「
上
か
ら
の
」
規
制
は
、
ど
れ
だ
け
奏
功

す
る
か
も
注
目
さ
れ
よ
う
（
例
え
ば
、
行
政
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
杭
州
・
西
湖
の
水
質
汚
濁
の
解
消
の
例
が
あ
る
）。

　

し
か
し
、自
由
主
義
化
、グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
化
の
波
は
強
力
で
あ
り
、こ
う
し
た
中
で
、例
え
ば
、「
排
出
権
取
引
」
な
い
し
「
環
境
賦
課
金
」

と
い
う
取
引
論
（
（（
（

理
で
ど
れ
だ
け
対
処
で
き
る
の
か
も
耳
目
を
集
め
て
い
る
が
、
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
面
も
あ
る
。
ま
た
他
面
で
、

戦
略
的
な
行
動
に
よ
る
「
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
」
を
克
服
す
べ
く
、「
下
か
ら
の
」
コ
モ
ン
ズ
の
管
理
に
向
け
た
「
協
調
行
動
」
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
探
求
も
な
さ
れ
て
い
（
（（
（

て
、
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

な
お
こ
れ
と
の
関
連
で
、
第
三
に
、
東
ア
ジ
ア
規
模
で
の
国
際
的
対
応
の
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
と
も

か
く
、
中
国
は
、
面
積
的
に
も
、
人
口
的
に
も
、
大
国
で
あ
り
、
そ
の
環
境
政
策
（
例
え
ば
、
自
動
車
交
通
を
避
け
る
よ
う
な
公
共
交
通
の

充
実
、海
産
物
資
源
の
確
保
・
枯
渇
防
止
の
た
め
の
食
生
活
に
関
わ
る
施
策
な
ど
）の
国
際
的
影
響
力
は
大
き
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
五
）
住
宅
災
害
と
の
関
連
で
の
不
法
行
為
責
任

　

続
い
て
、「
災
害
」
事
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
わ
る
不
法
行
為
問
題
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
の
四
川
地
震
（
汶
川
地
震
）
に
よ
る
建
築

被
害
が
発
条
と
な
り
、
そ
の
建
築
発
注
者
、
施
工
業
者
の
責
任
（
無
過
失
の
連
帯
責
任
）
の
規
定
（
八
六
条
）
が
お
か
れ
た
こ
と
は
注
目
す
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べ
き
で
あ
る
。
因
み
に
、
わ
が
国
で
の
欠
陥
住
宅
問
題
に
関
す
る
民
法
法
理
の
弾
力
的
運
用
は
、
不
充
分
で
（
民
法
五
七
〇
条
の
瑕
疵
担
保

で
も
学
理
的
議
論
の
豊
饒
さ
の
裏
腹
に
、
実
際
的
保
護
は
大
き
く
な
か
っ
た
）、
ま
た
そ
の
不
法
行
為
的
保
護
は
、
近
時
に
「
取
引
的
不
法

行
為
」
と
し
て
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
（
（（
（

が
、
こ
の
問
題
は
、
私
が
か
ね
て
論
じ
て
い
た
問
題
で
あ
（
（（
（

る
。

（
六
）
災
害
問
題

　

し
か
し
本
論
の
「
災
害
事
例
」
類
型
に
な
る
と
、一
般
論
と
し
て
、「
不
可
抗
力
」
の
問
題
と
し
て
、民
法
の
範
疇
外
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

視
野
拡
大
の
必
要
が
あ
り
、損
害
填
補
の
あ
り
方
を
広
く
論
ず
る
必
要
が
あ
る
（
特
に
地
球
温
暖
化
に
よ
る
自
然
災
害
の
増
大
に
鑑
み
て
）。

　

も
っ
と
も
、
前
述
の
如
く
、
日
本
で
は
、
国
家
賠
償
法
（
一
九
四
七
年
）
の
適
用
に
よ
る
水
害
に
関
す
る
国
・
地
方
公
共
団
体
の
責
任
の

裁
判
例
が
多
数
見
ら
れ
た
（
も
っ
と
も
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
ご
ろ
か
ら
、
最
高
裁
の
ス
タ
ン
ス
は
、
や
や
消
極
的
に
な
る
（
大
東
水
害
訴

訟
以
（
（（
（

降
））。
中
国
で
の
国
家
賠
償
法
（
一
九
九
四
年
）
の
運
用
は
ど
う
か
。
同
法
は
、
公
務
員
の
不
法
行
為
系
列
の
も
の
が
主
で
、
災
害
関

連
は
、
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
（
日
本
法
的
に
言
え
ば
、
国
家
賠
償
法
一
条
系
列
だ
け
で
あ
る
）、
こ
の
点
で
は
、
大
き
な
違
い
が
あ

ろ
う
（
も
っ
と
も
、
震
災
・
水
害
は
、
国
家
賠
償
と
い
う
形
で
は
な
く
、
災
害
補
償
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
動
向
も
包
括

的
に
見
る
必
要
が
あ
る
）。

　

な
お
こ
の
点
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
れ
に
関
す
る
司
法
的
運
用
は
消
極
的
で
あ
る
が
、
行
政
的
対
応
と
し
て
、
我
が
国
よ
り
手
厚
い
こ

と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
（
例
え
ば
、
カ
ト
リ
ー
ナ
・
ハ
リ
ケ
ー
ン
の
場
合
）（
注
６
文
献
参
照
）。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
場
合
、
水
害
訴
訟
の
も
た
ら
し
た
帰
結
と
し
て
、
過
剰
な
河
川
管
理
、
ダ
ム
に
よ
る
水
量
管
理
の
過
剰
（
不
要
な
ダ

ム
の
林
立
に
よ
る
予
算
の
無
駄
遣
い
）、
そ
れ
に
よ
る
環
境
破
壊
が
遅
ま
き
な
が
ら
問
題
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
環
境
保
護
と
の
関
係
で
、
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あ
る
程
度
の
リ
ス
ク
と
の
共
存
・
共
生
と
い
う
発
想
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
理
論
的
に
中
国
と
て
同
様
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
す
な
わ
ち
、

新
た
な
リ
ス
ク
論
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

付
言
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
災
害
問
題
と
の
関
係
で
、
も
っ
と
真
剣
に
民
法
学
の
問
題
と
し
て
議
論
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
原
発
問
題

が
あ
る
。
原
発
事
故
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
の
議
論
に
習
う
形
で
既
に
五
〇
年
前
に
補
償
法
が
出
来
て
い
て

（
一
九
六
一
年
原
子
力
損
害
賠
償
法
）、
そ
の
後
そ
の
ス
キ
ー
ム
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
（
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
間
幸
い
に
、
同
法

を
適
用
す
る
よ
う
な
事
故
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
深
刻
な
議
論
も
な
か
っ
た
と
言
え
る
）。
も
っ
と
も
、
同
立
法
に
尽
力
さ
れ
た
星
野
教
授

に
よ
れ
ば
、
①
無
過
失
責
任
（
免
責
さ
れ
る
の
は
、
異
常
に
過
大
な
天
災
な
い
し
社
会
的
動
乱
な
ど
極
め
て
制
限
的
で
、
そ
の
時
に
も
政
府

の
措
置
が
あ
る
）、②
責
任
保
険
（
そ
こ
に
お
け
る
責
任
の
限
定
、責
任
者
の
限
定
（
求
償
の
限
定
））、③
政
府
に
よ
る
補
償
（
地
震
、噴
火
、

津
波
、
正
常
運
転
の
場
合
の
場
合
に
こ
の
補
償
が
問
題
に
な
る
）
の
ミ
ッ
ク
ス
と
い
う
洗
練
さ
れ
た
立
法
が
当
初
か
ら
と
ら
れ
た
こ
と
も
改

め
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
（
（（
（

る
（
こ
れ
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、中
国
の
不
法
行
為
法
七
〇
条
は
、こ
の
問
題
に
対
す
る
手
当
規
定
で
あ
る
が
、

や
や
簡
単
に
過
ぎ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
原
発
被
害
の
広
汎
さ
、
そ
の
不
可
逆
性
、
ま
た
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
不
予
見
性
な
ど
に
鑑
み
る
と
、
─
─
キ
ャ
ラ
ブ
レ

イ
ジ
教
授
の
用
（
（（
（

語
を
使
う
な
ら
ば
、liability rule

で
は
な
く
てproperty rule

に
よ
る
保
護
も
二
一
世
紀
的
に
は
、
本
格
的
に
議
論
さ

れ
る
べ
き
で
あ
り
（
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
単
に
補
償
法
制
の
み
な
ら
ず
、
行
政
訴
訟
に
お
け
る
建
築
許
可
の
取
り
消
し
や
差
止
め
に
よ
る
救

済
が
志
向
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）、
─
─
し
か
も
近
時
の
リ
ス
ク
論
に
教
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
普
段
の
安
全
技
術
の
進
展
の
絶
え
ざ
る
学
習

を
通
じ
て
、
損
害
が
起
こ
る
よ
う
な
事
態
に
は
、
早
い
段
階
で
差
止
め
的
に
食
い
止
め
る
い
わ
ゆ
る
「
予
防
・
警
戒
原
則
（precautionary 

principl

（
（（
（e

）」
の
適
用
が
一
次
的
に
考
案
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
特
に
震
災
列
島
の
リ
ス
ク
を
抱
え
る
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
急
務
で
あ
る

こ
と
が
銘
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
（
（（
（

う
。
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（
七
）
戦
後
補
償
問
題

　

最
後
に
、「
戦
後
補
償
」
事
例
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
れ
は
、
日
中
関
係
に
関
わ
る
未
解
決
問
題
（
集
団
的
不
法
行
為
問
題
）
で
あ
っ
て
、

例
え
ば
、
中
国
人
強
制
連
行
、
南
京
大
虐
殺
、
平
頂
山
事
件
、
重
慶
無
差
別
爆
撃
、
七
三
一
部
隊
に
よ
る
細
菌
戦
で
あ
り
、
私
の
近
時
の
中

国
出
張
で
は
、
そ
れ
ら
の
被
害
者
か
ら
の
聞
き
取
り
作
業
を
進
め
て
い
（
（（
（

る
。

　

こ
の
種
の
事
例
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
東
ア
ジ
ア
問
題
の
一
つ
の
根
幹
を
な
す
（
集
団
的
）
不
法
行
為
の
解
決
（
法

的
・
道
義
的
〔
倫
理
的
〕
解
決
）
に
従
来
日
本
政
府
や
関
連
企
業
は
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
日
中
の
不
法
行
為
研
究
者
の
例
外
で
は

な
く
、
こ
の
補
償
問
題
（
不
法
行
為
問
題
）
に
向
き
合
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
、
多
く
の
議
論
が
蓄
積
さ

れ
て
い
（
（（
（

る
の
と
比
較
す
る
と
、
対
照
的
で
あ
る
。

　

こ
の
種
の
類
型
の
責
任
問
題
の
解
決
の
要
点
を
概
説
す
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、
日
本
で
の
司
法
的
状
況
（
判
例
）
は
、
近
時
自
然
債
務
的

解
決
を
し
て
い
（
（（
（

て
、
今
や
和
解
手
続
の
進
展
が
注
目
さ
れ
（
（（
（

る
。
ま
た
、
法
的
責
任
の
帰
趨
と
の
関
連
で
、
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
時
効
な
い

し
除
斥
期
間
問
題
に
関
し
て
は
、
中
国
で
も
、（
日
本
よ
り
も
や
や
短
い
）
短
期
時
効
（
知
っ
た
時
な
い
し
知
り
う
べ
き
時
か
ら
二
年
、
権

利
侵
害
の
時
か
ら
二
〇
年
）（
民
法
通
則
一
三
五
条
～
一
四
一
条
）
の
運
用
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
中
国
で
の
裁
判
例
（
案

例
）
が
な
い
の
で
、
こ
の
点
不
明
だ
が
、
人
格
権
的
不
法
行
為
な
い
し
残
虐
な
集
団
的
不
法
行
為
は
、
別
途
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に

考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
第
三
に
、
こ
の
類
型
で
は
、
国
際
法
（
国
際
人
権
法
）
と
の
交
錯
が
し
ば
し
ば
問
わ
れ
て
、
国
際
条
約
（
例
え
ば
、
ヘ
ー
グ
陸
戦
条

約
）
の
民
事
上
の
効
力
、日
中
共
同
声
明
に
お
け
る
責
任
放
棄
条
項
の
解
釈
の
仕
方
、国
際
私
法
の
適
用
（
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
か

つ
て
は
法
例
）
の
適
用
の
仕
方
）
な
ど
が
、
不
法
行
為
法
と
同
時
並
行
的
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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さ
ら
に
第
四
に
、
不
法
行
為
法
の
目
的
論
、
ま
た
法
的
解
決
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
、
抜
本
的
に
反
省
を
迫
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
次
述
す
る
と
こ
ろ
に
譲
り
た
い
。

（
19
）
こ
の
交
通
事
故
訴
訟
の
減
少
経
緯
に
つ
い
て
、
オ
ベ
ア
の
「
利
益
紛
争
」「
価
値
紛
争
」
と
い
う
紛
争
類
型
論
を
用
い
て
、
理
論
的
に
分

析
し
た
の
は
、
平
井
・
前
掲
書
（
注
１
）（
一
九
八
〇
）
四
〇
頁
以
下
及
び
同
「
現
代
法
律
学
の
課
題
」
同
編
・
法
律
学
（
日
本
評
論
社
、

一
九
七
九
）
で
あ
る
。

（
20
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
吉
田
邦
彦
「
近
時
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
論
に
関
す
る
一
疑
問
─
─
日
本
の
医
療
現
場
の
法
政
策
的
考

察
を
中
心
と
し
て
」
民
商
法
雑
誌
一
一
〇
巻
二
号
、三
号
（
一
九
九
三
）
同
・
前
掲
書
（
注
２
）（
民
法
理
論
研
究
二
巻
）
二
七
八
頁
以
下
参
照
。

（
21
）
例
え
ば
、最
判
平
成
七（
一
九
九
五
）年
六
月
九
日
民
集
四
九
巻
六
号
一
四
九
九
頁〔
未
熟
児
網
膜
症
事
例
。
光
凝
固
法
の
治
療
義
務
に
関
し
て
、

当
該
医
療
機
関
の
性
格
、
地
域
の
医
療
環
境
の
特
性
を
考
慮
し
て
、
積
極
的
に
解
す
る
〕、
同
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
一
月
二
三
日
民
集
五
〇

巻
一
号
一
頁
〔
虫
垂
炎
麻
酔
事
件
。
能
書
き
ど
お
り
に
二
分
間
隔
の
血
圧
測
定
し
な
い
の
は
、
過
失
だ
と
す
る
〕、
同
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年

二
月
二
五
日
民
集
五
一
巻
二
号
五
〇
二
頁
〔
抗
生
物
質
な
ど
の
投
与
と
顆
粒
球
減
少
症
と
の
因
果
関
係
に
関
す
る
〕、同
平
成
一
一
（
一
九
九
九
）

年
二
月
二
五
日
民
集
五
三
巻
二
号
二
三
五
頁
〔
肝
癌
早
期
発
見
義
務
違
反
（
Ａ
Ｆ
Ｐ
検
査
不
実
施
）
と
患
者
の
「
そ
の
時
の
死
」
と
の
因
果
関

係
を
肯
定
す
る
〕、
同
平
成
一
三
（
二
〇
〇
一
）
年
一
一
月
二
七
日
民
集
五
五
巻
六
号
一
一
五
四
頁
〔
乳
癌
患
者
に
対
す
る
乳
房
温
存
療
法
に
関

す
る
説
明
義
務
違
反
肯
定
〕、
同
平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
一
一
月
一
一
日
民
集
五
七
巻
一
〇
号
一
四
六
六
頁
〔
急
性
脳
症
事
例
で
、
開
業
医

の
転
送
義
務
違
反
肯
定
〕
な
ど
。

（
22
）
例
え
ば
、
最
判
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
七
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
六
号
二
五
七
三
頁
参
照
〔
キ
ャ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
懲
罰
的
損
害
賠
償

判
決
の
承
認
・
執
行
（
民
訴
一
一
八
条
三
号
〔
旧
民
訴
二
〇
〇
条
三
号
〕）
を
、
公
序
に
反
す
る
と
し
て
、
否
定
す
る
。
賃
貸
借
契
約
締
結
時
に

お
け
る
欺
罔
行
為
と
い
う
事
例
〕
参
照
。

（
23
）
こ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
吉
田
邦
彦
「
た
ば
こ
問
題
と
現
代
型
訴
訟
（
不
法
行
為
・
医
療
保
障
上
の
課
題
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
四
九
号
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（
一
九
九
九
）
同
・
前
掲
書
（
注
２
）（
民
法
理
論
研
究
二
巻
）
三
七
四
頁
以
下
、
同
「
日
本
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
補
償
の
問
題
点
と
解
決
の
方

途
─
─
と
く
に
ア
メ
リ
カ
法
と
の
比
較
か
ら
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
二
九
号
、
八
三
〇
号
（
二
〇
〇
六
）
同
・
前
掲
書
（
注
２
）
五
九
七
頁
以
下
参
照
。

（
24
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、さ
し
あ
た
り
、大
塚
直
「
環
境
賦
課
金
（
一
）
～
（
六
・
完
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
九
号
、九
八
一
～
九
八
三
号
、九
八
六
号
、

九
八
七
号
（
一
九
九
一
）
参
照
。

（
25
）
言
う
ま
で
も
無
く
、
そ
れ
は
、E

lin
o

r O
st

ro
m, G

o
v

ern
in

g t
h

e C
o

m
m

o
n

s: T
h

e E
v

o
lu

t
io

n o
f In

st
it

u
t

io
n

s fo
r C

o
llect

iv
e 

A
ct

io
n (Cam

bridge U
.P., 1990) 14-, 29-

に
始
ま
る
研
究
で
あ
る
。

（
26
）
最
判
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
七
月
六
日
民
集
六
一
巻
五
号
一
七
六
九
頁
参
照
〔
買
い
受
け
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
物
の
廊
下
・
床
・

壁
の
ひ
び
割
れ
、
梁
の
傾
斜
、
鉄
筋
量
の
不
足
な
ど
。
建
築
に
か
か
わ
る
設
計
者
、
施
工
者
、
工
事
監
督
者
の
不
法
行
為
責
任
（
過
失
責
任
）

の
肯
定
〕
参
照
。

（
27
）
吉
田
邦
彦
・
前
掲
書
（
注
２
）（
一
九
九
一
）
三
八
八
頁
以
下
、
六
五
一
頁
以
下
。
そ
の
後
、
能
見
善
久
「
比
較
法
的
に
み
た
現
在
の
日
本
民

法
─
─
経
済
的
利
益
の
保
護
と
不
法
行
為
法
（
純
粋
経
済
損
失
の
問
題
を
中
心
に
）」
広
中
俊
雄
＝
星
野
英
一
編
・
民
法
典
の
百
年
Ⅰ
（
有
斐
閣
、

一
九
九
八
）
も
出
た
。

（
28
）
最
判
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
一
月
二
六
日
民
集
三
八
巻
二
号
五
三
頁
〔
大
東
水
害
訴
訟
（
改
修
中
な
い
し
未
改
修
の
堤
防
の
事
例
）。
予

算
上
の
抗
弁
否
定
の
論
理
は
妥
当
せ
ず
、
自
然
的
条
件
、
社
会
的
条
件
、
改
修
の
緊
急
性
の
有
無
・
程
度
等
諸
事
情
を
考
慮
し
て
、
河
川
管
理

の
一
般
基
準
・
社
会
通
念
か
ら
「
是
認
し
得
る
安
全
性
」
を
判
断
す
る
と
い
う
〕、
同
昭
和
六
〇
（
一
九
八
五
）
年
三
月
二
八
日
民
集
三
九
巻
二

号
三
三
三
頁
〔
加
治
川
水
害
訴
訟
。
改
修
中
で
溢
水
型
の
事
例
〕、
ま
た
、
同
平
成
六
年
一
〇
月
二
七
日
判
時
一
五
一
四
号
二
八
頁
〔
長
良
川
安

八
水
害
訴
訟
。
計
画
高
水
位
以
下
の
浸
潤
破
堤
。
堤
体
と
基
礎
地
盤
と
を
区
別
し
て
、
後
者
は
、
安
全
性
の
有
無
調
査
・
所
要
対
策
の
必
要
性

は
な
い
と
す
る
〕
な
ど
。
こ
れ
に
対
し
て
、同
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
一
二
月
一
三
日
民
集
四
四
巻
九
号
一
一
八
六
頁
〔
多
摩
川
水
害
訴
訟
。

改
修
工
事
が
完
了
し
て
い
る
河
川
の
破
堤
〕
は
、
揺
り
戻
し
て
、
諸
制
約
の
下
で
、
安
全
性
欠
如
（
瑕
疵
）
を
肯
定
し
た
。

（
29
）
星
野
英
一
「
原
子
力
災
害
補
償
」
私
法
二
二
号
（
一
九
六
〇
）、
法
協
七
九
巻
一
号
、
三
号
（
一
九
六
二
）
同
・
民
法
論
集
三
巻
（
有
斐
閣
、

一
九
七
二
）
三
九
五
頁
以
下
、
と
く
に
四
〇
六
頁
以
下
、
四
一
二－

四
一
三
頁
、
四
三
三－

四
三
四
頁
参
照
。

（
30
）See, Guido Calabresi &

 D
ouglass M

elam
ed, Property R

ules, Liability R
ules, and the Inalieanability : O

ne V
iew

 of the 
Cathedral, 85 H

a
rv. L. R

ev. 1089 (1972).
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（
31
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、Francois Ew

ald, T
he R

eturn of D
escartes’s M

alicious D
em

on: A
n O

utline of a Philosophy of 
Precaution, in : T

o
m B

a
k

er et a
l. ed

s., E
m

brac
in

g R
isk : T

h
e C

h
a

n
gin

g C
u

lt
u

re o
f In

su
ra

n
ce a

n
d R

espo
sibilit

y (Cam
bridge 

U
.P., 2002) 273-.

（
32
）
こ
う
し
た
原
発
災
害
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、K

unihiko Y
oshida, A

 Critical A
ppraisal of Current N

uclear E
nergy 

Policy in Japan w
ith R

eference to Som
e Civil Law

 Institutions, 45(4) K
y

u
n

g H
ee L.J. 617 (2010) 

で
も
論
じ
た
の
で
、
参
照
さ
れ

た
い
。

（
33
）
そ
の
成
果
と
し
て
、
吉
田
邦
彦
「
重
慶
・
四
川
奥
地
都
市
爆
撃
補
償
問
題
の
現
状
と
課
題
」（
下
森
傘
寿
）
債
権
の
近
未
来
像
（
酒
井
書
店
、

二
〇
一
〇
）〔
同
・
前
掲
書
（
注
２
）（
民
法
理
論
研
究
四
巻
）
八
章
に
所
収
〕、
同
「
中
国
侵
略
の
戦
争
被
害
補
償
法
学
研
究
と
日
中
友
好
─
─

平
頂
山
、
常
徳
で
の
聞
き
取
り
を
中
心
と
し
て
」
季
刊
中
国
一
〇
五
号
（
二
〇
一
一
）
参
照
。

（
34
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吉
田
・
前
掲
書
（
注
２
）（
民
法
理
論
研
究
三
巻
）
六
章
以
下
参
照
。

（
35
）
最
判
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
四
月
二
七
日
民
集
六
一
巻
三
号
一
一
八
八
頁
〔
西
松
建
設
中
国
人
強
制
連
行
事
件
。
日
中
共
同
声
明
で
個

人
的
請
求
権
は
放
棄
さ
れ
た
と
の
立
場
を
示
す
が
、
自
然
債
務
と
し
て
の
道
義
的
責
任
は
否
定
さ
れ
な
い
と
す
る
〕。
こ
の
点
で
、
本
文
に
挙
げ

た
中
国
侵
略
に
関
わ
る
事
例
は
、
そ
れ
以
前
に
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
に
道
義
的
責
任
は
否
定
し
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
も
の
が
あ

る
（
例
え
ば
、
東
京
高
判
平
成
一
七
年
五
月
一
三
日
訟
月
五
三
巻
一
号
一
頁
（
七
五
頁
）〔
平
頂
山
事
件
控
訴
審
判
決
〕
で
は
、
賠
償
訴
訟
の
提

起
は
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
り
、
十
分
な
賠
償
を
行
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
述
べ
る
（
一
三
六
頁
）。
ま
た
、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
八
月

二
七
日
〔
細
菌
戦
第
一
審
訴
訟
〕
で
は
、
被
害
は
、
十
分
に
了
解
し
得
る
説
得
的
な
も
の
と
し
、
ヘ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
を
内
容
と
す
る
国
際

慣
習
法
に
よ
る
国
家
責
任
を
肯
定
し
た
）。

（
36
）
こ
の
点
は
、
吉
田
邦
彦
「
中
国
人
強
制
連
行
和
解
の
現
状
と
課
題
─
─
花
岡
和
解
の
問
題
点
を
中
心
と
し
て
」
書
斎
の
窓
五
八
八
号
～

五
九
〇
号
（
二
〇
〇
九
）〔
同
・
前
掲
書
（
注
２
）（
民
法
理
論
研
究
四
巻
）
七
章
に
所
収
〕
参
照
。
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五
．
総
論
的
考
察

（
一
）
類
型
的
整
理

　

最
後
に
、
総
論
的
考
察
を
行
う
が
、
ま
ず
は
、
二
一
世
紀
の
日
中
両
国
の
不
法
行
為
法
の
諸
課
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
前
提
作
業
と
し

て
、幾
つ
か
の
不
法
行
為
諸
事
例
整
理
の
類
型
軸
を
提
供
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、第
一
に
、①
「
日
常
的
不
法
行
為
と
政
策
的
不
法
行
為
」

と
い
う
区
分
け
で
あ
り
、本
稿
で
は
前
述
の
如
く
、後
者
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、前
者
の
意
義
を
軽
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
（
例
え
ば
、

交
通
事
故
は
、
前
者
の
例
。
医
療
過
誤
も
前
者
に
見
え
る
が
、
日
本
で
は
、
近
時
医
療
過
誤
の
最
高
裁
判
決
も
多
く
、
そ
の
医
療
集
団
へ
の

影
響
力
は
大
き
い
と
い
う
意
味
で
、
後
者
的
で
あ
る
）。
後
者
は
、
訴
訟
を
越
え
て
、
広
く
政
策
に
か
か
わ
る
タ
イ
プ
の
不
法
行
為
訴
訟
で

あ
る
（
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
共
的
訴
訟
で
あ
り
、
日
本
で
は
、「
政
策
志
向
型
不
法
行
為
」
と
し
て
、
平
井
教
授
が
析
出
し
た
（
注
１
文

献
参
照
））。

　

第
二
は
、
②
「
伝
統
的
不
法
行
為
と
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
新
分
野
・
新
種
）
不
法
行
為
」
と
い
う
区
分
で
、
こ
こ
で
の
後
者
に
は
、
従
来
議

論
は
希
薄
だ
け
れ
ど
、
近
時
開
拓
さ
れ
た
現
代
的
に
重
要
な
不
法
行
為
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
例
え
ば
、（
ａ
）
経
済
的
不
法
行
為
（
契
約

侵
害
（
債
権
侵
害
）、
不
正
競
争
、
知
的
財
産
紛
争
、
ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
に
か
か
わ
る
風
評
被
害
）、（
ｂ
）
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
か
か
わ
る

責
任
（
中
国
侵
権
責
任
法
三
六
条
参
照
）、（
ｃ
）
配
慮
義
務
の
拡
大
（
責
任
の
拡
大
）
に
か
か
わ
る
安
全
配
慮
義
務
領
域
（
日
本
で
は
、
債

務
不
履
行
責
任
（
契
約
責
任
）
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
中
国
法
で
は
、
不
法
行
為
法
に
規
定
さ
れ
た
（
三
七
条
～
四
〇
条
参
照
））、（
ｄ
）

家
族
内
・
職
場
内
・
学
校
内
の
不
法
行
為
（
家
庭
内
暴
力
、
児
童
虐
待
、
校
内
暴
力
・
い
じ
め
、
教
師
の
暴
力
、
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
な
ど
）
が
、
そ
の
具
体
的
場
面
で
あ
る
。
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第
三
は
、
③
「
財
産
的
不
法
行
為
と
人
格
的
不
法
行
為
」、
さ
ら
に
は
、「
環
境
的
（
生
態
系
的
・
地
球
規
模
的
）
不
法
行
為
」
と
い
う
分

類
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
前
者
〔
財
産
的
不
法
行
為
〕
は
、
代
替
的
財
産
被
害
に
か
か
わ
る
も
の
（
経
済
的
損
害
に
つ
い
て
は
、
何
故

か
立
ち
遅
れ
て
い
て
、
②
の
後
者
で
あ
る
）
で
あ
り
、
広
範
な
財
産
的
被
害
が
出
た
場
合
に
、
ど
う
な
る
か
、
懲
罰
的
賠
償
を
す
る
か
、
利

益
吐
き
出
し
的
賠
償
を
す
る
か
等
は
、
現
代
的
課
題
で
あ
る
（
取
引
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
ゆ
え
に
そ
う
い
う
問
題
が
出
る
）。

　

そ
し
て
後
者
〔
人
格
的
不
法
行
為
〕
は
、
人
損
（
死
亡
・
重
傷
）
に
か
か
わ
る
も
の
だ
が
、
と
く
に
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
は
、
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
従
来
日
本
法
で
は
、
慰
謝
料
（
金
銭
賠
償
）
に
直
結
さ
れ
て
し
ま
い
、
十
分
な
そ
の
救
済
方
法
に
つ
い
て
、

考
究
が
な
さ
れ
て
な
い
（
か
な
り
前
の
星
野
教
授
の
問
題
意
（
（（
（

識
も
そ
の
点
を
衝
い
て
い
る
）（
後
述
（
四
）
に
関
連
す
る
）。
ま
た
最
後
者
〔
環

境
不
法
行
為
〕
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
問
題
で
あ
り
、
通
常
の
不
法
行
為
の
枠
組
み
を
超
え
る
問
題
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
以
上
の
分
類
軸
①
～
③
は
、
相
互
に
交
錯
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
で
は
、
各
々
の
分
類
に
つ
き
、
後
者
の

方
の
不
法
行
為
に
力
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
総
合
救
済
シ
ス
テ
ム
の
検
討
の
充
実
の
必
要
性

　

次
に
二
一
世
紀
的
課
題
と
し
て
、
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
総
合
救
済
シ
ス
テ
ム
」
の
検
討
を
充
実
・
徹
底
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
加
藤
（
雅
）
教
授
の
そ
れ
（
注
５
参
照
）
は
、
何
故
か
今
日
で
は
、
立
ち
消
え
状
態
、
な
い
し
は
不
徹

底
な
状
況
で
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
が
高
い
分
野
で
の
展
開
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
損
害
填
補
を
、
ヨ
リ
広
範
に
検
討
す
る
─
─
不
法

行
為
法
の
枠
組
み
を
超
え
る
─
─
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
と
く
に
自
然
災
害
の
場
合
）。

　

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
作
業
を
行
う
過
程
で
、
諸
利
益
に
対
す
る
公
共
的
支
援
の
必
要
性
の
問
題
が
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
例
え
ば
、
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医
療
、
住
宅
（
居
住
福
祉
）
に
関
す
る
そ
れ
が
そ
う
で
あ
り
、
私
が
、「
居
住
福
祉
法
学
」
を
展
開
し
て
、
災
害
復
興
領
域
で
の
公
共
的
居

住
福
祉
支
援
を
説
く
こ
と
は
（
注
６
文
献
参
照
）、
同
法
学
の
構
想
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
形
で
、
不
法
行
為

法
学
を
あ
る
意
味
脱
却
し
て
、
包
括
的
な
救
済
法
学
の
あ
り
方
の
議
論
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
、
地
球
温
暖
化
現
象
も
あ
り
、
災
害
が
相

次
ぐ
東
ア
ジ
ア
法
の
課
題
と
し
て
急
務
と
言
え
よ
う
。

（
三
）
国
際
的
連
携
の
可
能
性
？

　

ま
た
、「
環
境
被
害
・
公
害
・
災
害
」
事
例
な
ど
で
は
、
ま
ず
原
発
安
全
問
題
な
ど
は
、
そ
の
損
害
の
甚
大
さ
に
鑑
み
て
、
一
国
を
越
え

る
ア
ジ
ア
の
地
域
的
管
理
、
最
先
端
の
技
術
連
携
の
問
題
で
あ
り
、
風
通
し
を
良
く
し
た
広
域
的
安
全
管
理
態
勢
の
構
築
が
必
須
で
あ
ろ
う

（
自
国
中
心
的
な
い
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
軍
事
競
争
類
似
の
杜
撰
な
原
発
競
争
で
、そ
の
管
理
が
疎
か
に
さ
れ
る
こ
と
な
ど
は
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
）。

　

ま
た
、
コ
モ
ン
ズ
の
国
際
的
管
理
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
不
可
欠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
広
域
的
資
源
維
持
、
環
境
保
護
の
必
要
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
（
森
林
資
源
、水
資
源
、海
洋
資
源
な
ど
の
持
続
的
管
理
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）、他
方
で
、原
油
流
出
等
の
回
避
の
問
題
（
ア

メ
リ
カ
で
の
メ
キ
シ
コ
湾
の
流
出
事
故
（
二
〇
一
〇
年
四
月
）
は
、
深
刻
な
問
題
だ
が
、
中
国
・
大
連
沖
で
も
類
似
の
問
題
が
起
き
て
い
る

（
同
年
七
月
））
も
あ
る
。
こ
の
点
で
、「
下
か
ら
の
」
資
源
管
理
の
伝
統
的
知
恵
と
し
て
、
日
本
の
入
会
制
度
の
見
直
し
の
動
き
も
あ
（
（（
（

る
。

　

こ
れ
と
の
関
連
で
、前
述
の
如
く
排
出
権
取
引
の
発
想
の
拡
充
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
リ
ソ
ー
ス
の
管
理
問
題（
例

え
ば
、
水
利
権
の
問
題
、
森
林
資
源
の
問
題
）
に
お
い
て
は
、
関
係
当
事
者
の
「
協
調
行
動
」
の
制
度
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し

て
い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
資
源
の
性
質
上
広
域
的
処
理
が
求
め
ら
れ
、
ア
ジ
ア
規
模
の
環
境
保
護
の
共
同
研
究
は
不
可
欠
で
あ
ろ
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う
。
因
み
に
、
私
の
中
国
滞
在
中
（
二
〇
一
〇
年
九
月
）
に
い
わ
ゆ
る
「
尖
閣
問
題
」
が
再
燃
し
た
が
、
領
土
問
題
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

せ
て
、
排
他
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
高
揚
さ
せ
て
も
、
原
理
や
ガ
ス
田
な
ど
の
資
源
に
関
す
る
協
調
的
な
管
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
築
に
お
い

て
、
有
害
無
益
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
一
世
紀
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
脱
領
域
的
な
管
理
（
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
）
の
要
請
の
高
ま
り
と
、
他
面
で
強
靭
に
存
続
す
る
方
法
論
的
国
家
主
義
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
と
の
間
で
、
ど
う
折
り
合
い
を
つ

け
て
い
く
か
は
、
誠
に
喫
緊
な
か
つ
困
難
な
課
題
と
言
え
よ
（
（（
（

う
。

（
四
）
不
法
行
為
救
済
法
（
目
的
論
）
再
検
討
の
必
要
性
─
─
「
認
罪
」
政
策
・
思
想
の
意
義
と
背
景

　

既
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
戦
後
補
償
」
事
例
を
契
機
と
し
て
、
従
来
の
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
た
、
不
法
行
為
法
の
救
済
方
法
と
し
て
、

損
害
填
補
（
し
か
も
金
銭
的
損
害
賠
償
）
だ
け
が
（
主
た
る
）
目
的
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
根
源
的
に
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、
対

立
・
復
讐
の
連
鎖
か
ら
脱
す
る
た
め
の
「
関
係
修
復
」
の
プ
ロ
セ
ス
─
─
そ
れ
は
、
①
加
害
事
実
の
承
認
な
い
し
②
不
法
行
為
責
任
の
承
認

を
受
け
た
、
③
謝
罪
・
償
い
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
─
─
の
中
で
、
不
法
行
為
法
、
さ
ら
に
は
、
広
く
責
任
な
い
し
補
償
問
題
（
法
的
責
任
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
基
盤
を
な
す
道
義
的
責
任
）
は
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
形
で
、
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
不
法

行
為
法
の
根
源
問
題
と
も
言
え
る
研
究
に
関
し
て
は
、
日
本
の
状
況
は
今
尚
貧
し
い
と
い
う
他
は
な
い
。

　

し
か
し
、
既
に
各
論
的
考
察
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
時
の
判
例
が
、
こ
う
し
た
道
義
的
責
任
も
踏
ま
え
た
、
補
償
の
抜
本
的
責
任
論
を
迫
っ

て
い
る
と
い
う
風
に
捉
え
て
い
く
べ
き
も
の
で
、こ
れ
ま
で
の
法
律
家
に
見
ら
れ
た
「
損
害
賠
償
中
心
主
義
」「
法
的
責
任
中
心
主
義
」
は
、

矯
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
戦
後
補
償
訴
訟
な
ど
で
は
、
日
本
で
は
（
あ
る
い
は
中
国
で
も
）
道
義
的
責
任
を
、
法
的
責
任

の
否
定
と
し
て
、
消
極
的
に
捉
え
る
嫌
い
が
あ
り
、
こ
の
点
は
、
反
省
が
必
要
で
あ
る
）。
道
義
的
責
任
は
、
法
的
責
任
と
密
接
で
、
法
的
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責
任
を
支
え
、
基
盤
を
な
し
、
あ
る
意
味
で
、
良
心
に
触
れ
合
う
レ
ベ
ル
の
責
任
問
題
と
し
て
、
広
く
重
い
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
か
く

し
て
、
こ
の
よ
う
な
了
解
の
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
周
縁
化
さ
れ
て
い
た
不
法
行
為
目
的
に
お
け
る
「
償
い
的
側
面
」
が
、
根
底
的
要
素
と
し

て
、
前
面
化
す
る
こ
と
に
な
る
）。

　

こ
の
関
連
で
、
私
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
中
国
に
お
い
て
、
一
九
五
〇
年
代
に
顕
著
に
み
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
認
罪
」
の
実
践
（
撫

順
戦
犯
管
理
所
に
お
け
る
当
時
の
毛
沢
東
氏
の
共
産
党
の
立
場
、
と
く
に
周
恩
来
氏
の
立
場
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
中
国
侵
略
の
戦
犯
や

シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
は
、
復
讐
的
に
厳
格
に
制
裁
的
・
応
報
的
に
処
罰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
食
事
・
医
療
的
対
応
・
そ
の
他
の
生
活

面
で
、
極
め
て
好
待
遇
を
受
け
て
、
他
面
で
、「
学
習
」
を
通
じ
て
、
各
自
の
罪
行
に
つ
い
て
自
発
的
に
良
心
に
訴
え
る
た
ち
で
─
─
換
言

す
る
と
、
前
記
の
抜
本
的
な
道
義
的
責
任
の
レ
ベ
ル
で
─
─
責
任
の
認
識
・
承
認
・
改
心
を
迫
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
（
（（
（

り
、

そ
の｢

人
間
改
造｣

に
向
け
た
寛
大
策
は
、
日
本
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
逆
コ
ー
ス
政
策
と
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
実
践
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
真
実
和
解
委
員
会
（
Ｔ
Ｒ
Ｃ
）
の
や
り
方
と
も
類
似
し
て
お
り
、
安
易
に
被
害
者
の
復
讐
意
識
に
訴

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

え
ず

0

0

、
他
面
で
加
害
者
の
責
任
認
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
償
い
的
意
識

0

0

0

0

0

）
を
良
心
的
に

0

0

0

0

0

（
そ
の
意
味
で
道
徳
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
訴
え
か
け
る
と
い
う
意
味
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
先
駆
的
で

あ
り
（
Ｔ
Ｒ
Ｃ
に
四
〇
年
余
り
先
行
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
）、
そ
の
効
果
に
は
、
改
め
て
注
目
に
値
す
る
（
そ
の
証
拠
に
中
帰
連
の
人

た
ち
の
平
和
活
動
が
あ
る
）。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
も
関
心
が
持
た
れ
、そ
れ
は
一
面
、①
延
安
時
代
の
共
産
党
政
策
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
、

捕
虜
優
遇
政
策
と
の
連
続
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
指
摘
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
（
（（
（

り
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
中
国
の
戦
後
補
償
問

題
に
関
す
る
寛
大
政
策
に
も
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
②
儒
教
思
想
（｢

以
徳
報
怨｣

）
や
仏
教
思
想
（「
罪
大
悪
極
」）

の
影
響
が
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る
し
（
黒
竜
江
省
社
会
科
学
院
・
王
希
亮
教
授
か
ら
の
示
唆
）、
ま
た
、
③
犯
罪
学
・
刑
事
政
策
と
し
て
も
、

伝
統
的
刑
事
思
想
と
し
て
、
復
讐
と
寛
大
が
併
存
し
て
お
り
、
罪
を
語
る
と
刑
事
政
策
を
緩
和
す
る
と
い
う
対
応
が
な
さ
れ
、
ま
た
唐
の
頃
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か
ら
罪
の
認
識
を
重
視
す
る
と
い
う
立
場
が
あ
る
（
例
え
ば
、
農
村
で
の
強
姦
犯
罪
に
つ
き
、
村
の
エ
リ
ー
ト
が
介
在
し
て
加
害
者
・
被
害

者
を
結
婚
さ
せ
る
と
い
う
例
が
調
解
〔
調
停
的
刑
事
和
解
で
、
情
、
理
、
法
（
人
情
、
面
子
、
権
力
、
法
律
）
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
〕
慣
習

と
し
て
あ
る
）
と
の
こ
と
で
（
南
京
大
法
学
院
・
狄
小
華
教
授
〔
犯
罪
予
防
与
控
制
研
究
所
所
長
〕
か
ら
の
示
（
（（
（

唆
）（
し
か
し
そ
こ
か
ら
、

共
産
党
政
策
（
前
記
①
）
で
は
、
復
讐
的
側
面
が
抑
え
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
）、
中
国
な
ら
で
は
の
伝
統
思
想
・
革
新
思
想
の
重
層
複

合
的
所
産
と
し
て
─
─
し
か
し
な
が
ら
現
代
的
に
応
用
可
能
性
が
広
い
も
の
と
し
て
─
─
、
今
後
と
も
理
解
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
う
次

第
で
あ
る
。

（
37
）
星
野
英
一
「（
シ
ン
ポ
）
生
命
侵
害
の
損
害
賠
償
」
私
法
二
九
号
（
一
九
六
七
）
同
・
民
法
論
集
三
巻
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
）
四
四
七－

四
四
九
頁
で
は
、（
ａ
）被
害
者
側
に
つ
い
て
は
、苦
痛
の
紛
れ
の
方
は
時
間
が
経
つ
と
進
行
し
、他
方
で
怒
り
・
復
讐
感
情
の
満
足
の
要
素
が
あ
り
、

（
ｂ
）
加
害
者
側
に
は
、
償
い
の
要
素
が
あ
る
と
し
、
そ
の
上
で
、
償
い
を
相
手
の
遺
族
に
対
す
る
金
銭
で
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
問
題
に
す
べ

き
だ
と
し
、
慰
謝
料
の
方
は
、
低
額
化
す
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
、
補
償
事
例
と
の
関
係
で
不
法
行
為
目
的
・
救
済
方

法
の
捉
え
直
し
を
し
て
い
る
が
（
後
述
）（
と
く
に
、
吉
田
・
前
掲
書
（
注
２
）（
民
法
理
論
研
究
三
巻
）
六
章
な
ど
）、
そ
れ
と
も
関
連
で
も
、

卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
38
）See, e.g., M

argaret M
cK

ean, M
anagem

ent of T
raditional C

om
m

on L
ands (Iriaichi) in Japan, in: D

aniel W
. Brom

ley, 
M

aking the Com
m

ons W
ork (ICS Press, 1992) 63-.

（
39
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、
遠
藤
乾
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
国
家
回
帰
」
学
士
会
会
報
八
八
四
号
（
二
〇
一
〇
）
二
四
頁
以
下
、

と
く
に
二
八－

二
九
頁
参
照
。

（
40
）
こ
の
「
認
罪
」
実
践
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
中
国
帰
還
者
連
絡
会
翻
訳
編
集
委
員
会
訳
編
・
覚
醒
─
─
撫
順
戦
犯
管
理
所
の
六
年　

日
本

戦
犯
改
造
の
記
録
（
新
風
書
房
、
一
九
九
五
）、
野
田
正
彰
・
戦
争
と
罪
責
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）
二
九
頁
以
下
（
太
原
捕
虜
収
容
所
で
の
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扱
い
）、
一
〇
〇
頁
以
下
（
撫
順
戦
犯
管
理
所
で
の
実
践
）、
熊
谷
伸
一
郎
・
な
ぜ
加
害
を
語
る
の
か
─
─
中
国
帰
還
者
連
絡
会
の
戦
後
史
（
岩

波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
）、
江
鳩
毅
ほ
か
「（
座
談
会
）
撫
順
戦
犯
管
理
所
で
の
生
活
」
中
帰
連
三
四
号
（
二
〇
〇
五
）

四
四
頁
以
下
、
撫
順
の
奇
蹟
を
受
け
継
ぐ
会
九
州
支
部
編
・
赦
し
の
花
（
せ
い
う
ん
、
二
〇
〇
六
）、
岡
部
牧
夫
ほ
か
編
・
中
国
侵
略
の
証
言
者

た
ち
─
─
「
認
罪
」
の
記
録
を
読
む
（
岩
波
新
書
）（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
）
な
ど
参
照
。
ま
た
、（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
特
集
）『
認
罪
─

─
中
国
撫
順
戦
犯
管
理
所
の
六
年
』（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
三
〇
日
放
映
）
も
参
考
に
な
る
。

（
41
）
例
え
ば
、藤
原
彰
＝
姫
田
光
義
編
・
日
中
戦
争
下
中
国
に
お
け
る
日
本
人
の
反
戦
活
動
（
青
木
書
店
、一
九
九
九
）
一
一
頁
以
下
、一
七
頁
（
姫

田
執
筆
）、
三
四
頁
以
下
（
井
上
久
士
執
筆
）
参
照
。
ま
た
、
新
井
利
男
「
中
国
の
戦
犯
対
策
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
新
井
利
男
資
料
保
存
会
編
・

中
国
撫
順
戦
犯
管
理
所
職
員
の
証
言
（
梨
の
木
舎
、
二
〇
〇
三
）
一
九
頁
以
下
、
さ
ら
に
新
井
利
男
＝
藤
原
彰
編
・
侵
略
の
証
言
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
）
三
〇
〇
頁
も
参
照
。

（
42
）
調
解
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
同
教
授
の
も
の
と
し
て
、
狄
小
華
ほ
か
「
刑
事
和
解
程
序
研
究
」
南
京
大
学
法
学
評
論
二
〇
〇
七
年
春
・
秋
号

一
一
〇
頁
、
同
「
中
国
伝
統
調
解
制
度
的
現
代
転
型
」
東
南
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
一
〇
巻
六
号
（
二
〇
〇
八
）
五
六
頁
参
照
。

（
付
記
）

　

瀬
川
信
久
先
生
に
は
、
同
門
の
先
輩
と
し
て
、
ま
た
私
が
北
大
に
移
籍
し
て
か
ら
の
二
〇
年
余
り
は
、
同
僚
教
員
と
し
て
、
何
事
に
つ
け
、
身
近
に

親
し
く
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
賜
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
ご
厚
情
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
先
生
の
ご
健
康
、
益
々
の
ご
研
究
の
進
展
を

祈
念
す
る
次
第
で
あ
る
（
吉
田
邦
彦
）。


